
令和７年度玉城町教育方針 
 

玉城町教育委員会 

 

今日、わが国では、人口減少や少子高齢化の急激な進行、グローバル化や情報化

の進展、産業構造や雇用環境の変化などにより社会情勢が大きく変化しています。

さらに、世界情勢においても、近年の世界協調の流れが大きく変わり、今まで以上

に先行きが不透明で、将来の予測困難な時代になってきました。また、教育を取り

巻く環境においても、情報化の加速度的な進展、教育格差、貧困の連鎖や家庭教育

の課題、教職員の長時間勤務による疲弊、子どもたちの安全の確保（交通安全、感

染症予防、自然災害への備え）等、様々な状況にあります。 

このような中、未来に向けて学びのあり方を構想するにあたって、教育を巡る動

向を踏まえ、子どもたちひとり一人が、自己肯定感や社会参画力を向上したり、学

校・家庭・地域との連携・協働をさらに進めたりする必要が有り、そして、個人と社

会のウェルビーイング(*)の実現をめざすことが大切になってきます。このような社

会の実現に向けて、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値

ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越えて

いくことができるようにしていかなければなりません。豊かな人生を切り拓き、持

続可能な社会の創り手となるよう、その資質・能力を育成することが学校教育に求

められています。 

誰一人取り残すことのない、持続可能(*)で多様性と包摂性のある社会の実現に向

け、子どもたちひとり一人の豊かで幸せな人生と社会の持続的な発展に向け、「令

和の日本型学校教育」を発展させていかなければなりません。 

 

これからの学校教育は、多様な子どもたちを誰一人取り残さず、全ての子どもた

ちに必要な資質・能力を育成し、その個性を生かしていくことができる教育を目指

していかなければなりません。これまでも重視されてきた、学校ならではの協働的

な学び合い、地域の方をはじめ多様な他者と協働して主体的に実社会に関わる課題

を解決しようとする探究的な学び、様々な体験活動を通じ、持続可能な社会の創り

手として必要な資質・能力を育成していきます。また、個別最適な学びの成果を協

働的な学びに生かし、さらにその成果を個別最適な学びに還元するなど、個別最適

な学びと協働的な学びの一体化の充実を実現していくことを柱にし、目指すべき学

びの在り方を「全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的

な学びの実現」として、取り組んでいきます。 

 

玉城町教育委員会では、国や県の教育改革の理念を重視し、これからの激動の時代

を担うことのできる人材育成を目指して、教育行政を推進していきます。 

なお、令和３年３月に策定した第６次玉城町総合計画前期基本計画を「玉城町教育

大綱」とし、町の将来像である「だれもが安心して、元気に暮らせるまち ふるさと

玉城」を具現化するために、玉城町に愛着と誇りを持ち、まちづくりに貢献する子ど

も、自らの夢や目標に向かってたくましく生きる子どもの育成を目指して、「ふるさ

と教育」「確かな学力の育成」を根本とした地域に根差した学校教育・社会教育を推

進します。 

 



玉城町の学校教育目標 
 

町内小中学校においては、方針策定の趣旨を十分踏まえたうえで、それぞれの地域

や学校の特色・実態に即した創意ある教育に努め、意欲的かつ魅力的な教育実践を展

開し、その達成状況等に関する学校評価を適切に行うことによって、公教育の信頼を

得、より一層の充実を推進します。 

 

Ａ 確かな学力の育成と個性や創造力の伸長 

 

１．創意工夫を生かした特色ある学校づくりの推進 

① 各学校の教育課題を的確にとらえ、児童・生徒の多様な個性が生かされ、創造

性が伸長されるよう、学校間の連携を図ります。 

② 子ども主体の創意ある教育課程の編成と実施に努めるとともに、地域の特色を

生かした教育活動の推進を図ります。 

 

２．学力の基礎・基本の確実な定着を図る教育の充実 

① 指導内容の精選・重点化を図り、児童・生徒個々の興味・関心・実態に応じた

指導方法の工夫・改善を行い、学力の基礎・基本的な内容を確実に身に付け、そ

れらを活用・発展させていく力の定着を図り、ひとり一人のよさ・可能性を生か

した教育を推進します。 

② 指導の過程や成果を適切に評価し、児童・生徒ひとり一人の特性に応じた指導

を進めるとともに、学習意欲が向上するよう評価方法の工夫改善に努めます。 

③ 全国学力・学習状況調査、みえスタディ・チェック、町単独学力調査により学

力定着状況を確認し、年度内に身に付けるべき力を育むよう取り組みます。 

  県の学力向上施策と歩調を合わせ「町学力向上推進協議会」にて学校間調整・

連携を図りながら、つまずきを克服するために、学-Viva セット(*)やワークシー

ト等を効果的に活用した授業改善や家庭学習、補充学習等を実践します。 

④ 外国語活動教育において、小中連携を図り、これまでの蓄積及び町学力向上推

進協議会のアドバイスを踏まえ推進・充実に取り組みます。また、今後も引き続

き、ＡＬＴの活用を含め指導方法や教材の研究を行います。 

⑤ 昨年度に引続き、理科離れをなくすため、各小学校に理科実験を専門とする巡

回の非常勤講師を配置し、体験型学習を充実させ、学力の向上を図ります。 

⑥ 読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊か

なものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできない

ものです。また、学力の基礎的な部分でもあることから、読書活動の推進をさら

に図ります。 

 

３．自ら学ぶ意欲と社会の変化に対応できる能力の育成 

① 自ら学ぶ意欲を高め、わかる喜びや充実感を味わえる学習活動を進め、学力の

向上を図るとともに、ひとり一人の個性や創造性の伸長を図り、自ら課題を見つ

け、自ら学び、自ら考え、社会の変化に主体的に対応できる能力を育成します。 

② 社会の集団の中で、生きていくうえで大切な個々の規範意識を高めることによ 

り、主体的に生きる態度を育成します。 

   



４．社会の変化や科学技術の進展に伴う情報教育の拡充 

 ① すべての児童・生徒が、コンピュータ等に慣れ親しみ、情報の取得・発信や交

換、情報の整理・比較や保存・共有したりする力を育成します。 

さらに情報活用能力を学習の基盤となる資質・能力と位置付け、基本的な操作

の習得やプログラミング的思考を育成します。 

② コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要

な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ります。 

  このため、一人一台タブレットを活用した、学習活動の推進・充実を図ります。 

③ 児童･生徒に携帯電話・スマートフォンやＳＮＳ(*)が急速に普及するなかで、

情報モラル教育の一層の充実を図ります。 

 

Ｂ 人権尊重と社会貢献の精神の育成 

 

１．人権尊重の精神に立った人権教育の充実・推進 

 ① 「三重県人権教育基本方針」（平成２９年３月改定）に沿い、部落差別をはじ

め、障がい者の人権、外国人の人権、子どもの人権、女性の人権等あらゆる差別

を許さない人間の育成を目指した人権教育を推進します。 

 ② 「玉城町人権教育ネットワーク研究会」の事業活動を通して、なお一層学校単

位、また学校間での研究・実践を深め地域全体で人権教育に取り組み、系統的・

横断的・組織的に推進し、意識の向上を図ります。 

 ③ 障がいのある子どもたちに対し、パーソナルファイル(*)などを活用した早期

から一貫した支援の推進に取り組むほか、特別支援学級における個を生かした教

育の推進など特別支援教育の充実を図るとともに、インクルーシブ教育システム

(*)を推進します。 

 ④ 「玉城町いじめ防止基本方針」（令和５年１月改定）に沿い、いじめの未然防

止、早期発見・早期対応を図り、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを

見守りながら、いじめの問題解決に向けて取り組みます。 

 ⑤ 人権擁護委員と連携し、人権教育の推進に取り組みます。 

  

２．自然と人間のいのちの尊重を基盤とした生きる力の育成 

① 特別の教科道徳において「考え、議論する道徳」を推進するとともに、学校全

体の道徳教育により、子どもたちのよりよく生きようとする意欲と実践力の道徳

性を高めます。 

② 人間のいのちを尊重する精神を培うことを基盤とし、豊かな心情を養い、道徳

性と情操的心情の育成を図り、人間としての在り方・生き方に関わる教育を推進

します。 

③  心と体を一体としてとらえ、適切で豊富な運動の経験と健康・安全についての

理解を通して、積極的に運動に親しむ習慣や健康の増進のための実践力を培い、

明るく豊かな人間生活を営む態度を育成します。 

④  一人ひとりの人格を尊重し、自主性を育みながら、基本的な生活習慣を確実に

身につけるとともに、相互に磨き合い、支え合う望ましい人間関係を培い、思い

やりとたくましさを身に付けるようにします。また、家庭や地域社会との連携を

深めるとともに、子どもたちとの触れ合いを通じて一人ひとりを理解し、いじめ

や不登校などの悩み事等について適切な指導・支援を行います。 



⑤  自然と人間の関係についての認識を深め、自然に対する感受性を高めるととも

に、地域の方々とふれあう活動を通し、地域の環境を大切にする実践的な態度を

養います。 

⑥  不登校児童・生徒の居場所として、各学校及び玉城町教育支援センター「ふれ

あい教室」・フリースクールなどが連携し、安心安全な居場所づくりに努め、社

会的自立を目指すとともに学校に登校できるように支援します。 

 

３．町内各学校区の特色を生かした教育の推進 

  地域の自然環境の良さや地域の伝統・文化を継承していく活動を取り入れ、郷土

を愛する心の教育を地域の方々のご協力もいただきながら推進します。また、地域

の方との体験活動を通じて、地域社会の課題を学び、持続可能な社会の創り手とし

て必要な資質・能力を育成していきます。 

多様な子どもたちを誰一人取り残さず、全ての子どもたちに必要な資質・能力を

育成し、その個性を生かしていくことができる教育を目指していくためにも、地域

の方との連携を構築していきます。 

 

４．わが国の文化や伝統を尊重したグローカル人材の育成 

子どもたちが自らの考えを伝え、自らのアイデンティティを持ちながら異なる

文化・伝統に立脚する人々と協働したり、外国語で積極的にコミュニケーション

を図ったりする力や地域の課題に対し、考え行動する意欲・態度を育み、地球規

模の視野で物事を考え地域の視点に立って行動し、将来、社会で活躍できるグロ

ーカル人材(*)を育成します。 

 

５．社会貢献等に積極的に取り組む意識の醸成 

  地域が抱える課題（防災・環境問題・社会福祉・人権問題等）に対して、自らの

問題ととらえ、その解決策を考え、実践できる児童・生徒の育成を目指します。

また、自他の生命や人権を尊重する精神の育成を図りながら、他の人々を支える

ことができるボランティア精神等を育成します。 

 

Ｃ 安全な学校と信頼される教育の確立 

 

１．防災教育の推進 

   災害はいつ、どこで発生するか分からないという視点に立ち、児童・生徒が災害

について、正しい知識と的確な判断力を身につけ、地域の特性に応じた行動がとれ

るよう、防災ボランティアと連携した防災学習や防災ノートなどを活用した防災教

育を推進します。 

 

２．「地域とともにある学校づくり」の推進 

① 地域に開かれ、地域住民から信頼される、活力ある学校づくりをするため、学

校経営品質の手法を活用することにより、教職員の意識改革を図るとともに、児

童・生徒・保護者・地域が、今、何を求めているか、それに応えるためには、ど

のようなことを行えばよいか、現行の仕組みや方法はこのままで良いのか等を、

児童・生徒、保護者と共に評価し、その改善に向けた取り組みを行います。 

② 学校運営協議会等の一層の活用を進めるとともに、学校情報の公開に努め、施



設の積極的な開放や、保護者や地域住民、教育関係者等が参画する公開授業、玉

城教育ボランティアなど、今後も地域と学校の間を円滑に進め、コミュニティ・

スクールさらなる導入と拡大、内容の充実をすすめます。 

③ 令和５年度に外城田小学校・令和６年度に下外城田小学校でコミュニティ・

スクール(*)（学校運営協議会制度）の設置を行いました。他の小学校において

も、地域の実情に応じて、住民等が学校運営や教育活動に参画・協働できるよ

う進めます。 

 

３． 教職員の資質・能力の向上を目指した校内研修の改善・充実 

  玉城町教育委員会に指導主事を配置し、町内の教職員の資質・能力の向上を図り

ます。また、度会郡指導主事協議会と連携し、度会郡内各学校の教職員の研修を実

施し、更なる拡充を図っていきます。 

① 教職員は、その職責を自覚し、公共への奉仕に努めます。 

②  教職員は、教職に誇りを持ち、愛情と責任をもって児童・生徒の指導に当たる

とともに、その安全確保に努めます。 

③ 教職員は、専門職としての自覚を持ち、児童・生徒の心身の発達に関する理解

を深め、児童・生徒や保護者との信頼関係で結ばれた実践的な指導を進めます。 

④ 教職員ひとり一人が校内研修の必要性を自覚し、絶えず自己研鑽に励み、教育

内容の重点化や指導方法・評価の創意工夫を図るなどして指導力の向上に努めま

す。 

⑤ 教職員の研究授業公開を、その学校だけのものにせず、町内の学校全体公開に  

努めます。 

⑥ 教職員は、県、度会郡及び町が実施する様々な研修や、喫緊の課題に対応した

研修に積極的に参加します。 

 

４．教職員が働きやすい環境づくりの推進 

 ① 総勤務時間縮減、業務の簡素化・効率化を図り、教職員が子どもたちと向き

合える時間を確保するなど、教職員のやりがいの向上に努めます。 

 ② 総勤務時間縮減の目標の設定及び県下統一して取り組む項目を設定し、進捗

管理するとともに、安全衛生委員会を活用してＰＤＣＡサイクル(*)を回しま

す。 

 ③ 教職員の健康管理、メンタルヘルス対策を図り、学校における働き方改革を進

めます。 

 

５．学校施設・設備の充実 

 ① 学校施設については、安全・機能面の改善を図ります。また、学校建物及び

グラウンドなど「学校施設寿命化計画」により計画的に整備します。（町個別

施設計画に基づいて策定する。） 

 ② 給食調理機器を計画的に更新します。 

 ③ 防災対策として屋内運動場、校舎窓ガラスの飛散防止等の安全対策を計画的

に実施します。 

 ④ 町情報化推進部会においてＩＣＴを活用した学習活動の調査・研究を実施し、

システム検討を行います。 

 ⑤ 図書の充実に向け、計画的に整備します。 



玉城町の生涯学習目標 

 

生涯学習は、「いつでも」「どこでも」「だれでも」一生にわたって継続的に行

われる学習活動であり、個々の自主性・主体性を損なうことのないよう、一層の充

実・発展を図ります。 

 

１．生涯学習推進体制の整備 

① 町民の学習ニーズを的確に把握する中、いつでも、どこでも、だれでも楽しく

学べることができ、学ぶだけでなく、その成果を家庭や地域に還元できるような

「知の循環型社会」の構築を目指し、それらが地域の教育力となり、「地域づく

り」につながるよう支援します。 

② 「生涯学習講座」では、だれもが楽しく学べることをモットーに住民の要望す

る新しい講座を加えると共に、昨年度に引き続き郡内４町で連携してニーズの把

握に努めます。 

③  町広報など、多種多様な媒体を通し、学習機会の情報提供を実施します。 

④ 「子ども読書活動推進計画」を見直し、新しくなった図書館において、読書活動

や図書館活動を関連機関と連携しながら推進します。 

 

２．地域･家庭の教育力の向上 

① 「玉城町青少年を育てる会」において『地域の子は 地域で育てる』をスローガ

ンにし、昨年度に引き続き、地域･家庭の教育力向上を図るとともに、地域のリー

ダー育成に努めます。 

② 「町青少年を育てる会」や「子ども会」の自主的･主体的な活動の活性化を図り

ます。また『コミュニケーション』をキーワードに、家庭の教育力向上を目的と

した事業を推進すると共に、子どもたちの社会規範を育むための諸活動の拡大が

図られるよう働きかけを行います。 

③ 玉城町での家庭教育に対する情報及び課題を、子育て総合支援室（保健福祉課）

と共有し、協働事業を行っていきます。また、社会教育指導員と住民のボランテ

ィアの方々との連携をより密にし、玉城町の家庭教育事業及び子育て支援を地域

ぐるみ及び行政総がかりで取り組めるような体制をとっていきます。 

 

３．青少年健全育成活動の推進 

① 大人自身が自らの生活を振り返る中、家庭教育・子育てについての研修など地

域社会におけるモラルの向上や地域・家庭の教育力の向上を図ります。 

② 玉城町生活安全推進協議会委員として、地域ぐるみで青少年の非行を防止する

ための健全な環境の創出に努めます。 

 

４．文化財の保護とその活用 

① 田丸城跡をはじめとする文化財については、地域の歴史遺産としてまちづくり 

に生かすため、田丸城跡整備検討委員会等有識者の指導助言を求め、適正な保存、

有効活用に必要な措置を講じることで、より町民に親しまれる文化財の活用に

努めます。 

②  田丸城跡については、石垣の崩落等危険度の高い箇所を優先して修復し計画

的な整備に努めます。また、史跡の国指定を目指します。 



③ 玄甲舎の適正な維持保存に努めると共に、地域づくり拠点整備会議と連携を図

り、町民の憩いの場となるよう有効活用に努めます。 

④ 文献資料調査事業として、玄甲舎等で発見された古文書類の解読及び、資料整理

を行います。 

⑤ 埋蔵文化財の発掘調査及び記録、保存に努めます。 

 

５．文化・芸術 

① 多様な文化ニーズに対応した文化講座の開催や地域で埋もれた文化の掘り起

こしなど、人びとの心に豊かさ・うるおいを与え、生き甲斐にもつながる諸事業

を地域のボランティア活動と絡めながら推進します。また、玉城町ゆかりの貴重

な伝統文化・芸能を復活、保存し、「次世代へ継承していけるように努めます。 

② 村山龍平記念館において、地元の著名な方々の作品等を展示し、町民の文化意

識の向上に努めます。 

③ 町民の主体的な文化芸術活動の活性化を図るため、町民が文化芸術に触れ、体

験することができる機会を提供するとともに発表の場を設けることにより、町民

の活動への意欲をさらに高めるよう努めます。 

④ 文化協会等各種団体との連携のもと、子どもを対象とした文化教室の開催や学

校への講師派遣など、子どもたちの文化意識の高揚を図るための諸施策を実施し

ます。 

⑤ 町民に生の音楽を聴く機会として、定期的にふるさとコンサートを開催します。 

 

６．生涯スポーツの振興 

① スポーツ基本法による、基本方針と現状と課題を踏まえ、年齢や性別、障がい

等を問わず、広く地域住民が参画することができるスポーツ環境の整備につい

て検討します。 

② 総合型地域スポーツクラブ（たまき文化スポーツクラブ）の育成に努力しま

す。 

③ たまき文化スポーツクラブ・スポーツ推進委員協議会・体育協会と協働しなが

ら、初心者向けのスポーツ教室を企画・運営することで、住民ひとり一人が想い

描くスポーツライフの実現を支援し、総合的なスポーツ人口の増加に向け努力す

るとともに、スポーツ団体の相互連携の強化を図り、スポーツ指導者の資質向上

を図ります。 

④ スポーツ少年団をはじめとする青少年のスポーツ活動をより一層支援するこ

とで、「人間の生活と活動の基礎をなす身体的及び精神的な能力」の向上と地域

活性の推進を図ります。 

⑤ スポーツ団体の自主性を尊重しつつ、たまき文化スポーツクラブ・体育協会と

の連携した活動が活性化されるよう支援します。 

⑥ お城広場をはじめ、中央公民館、体育センター、総合グラウンド等の城北公園

再整備計画を策定し計画的に進めます。 

 

７．子ども体験活動クラブ ～子どもの居場所づくり事業～ の推進 

① 子ども体験活動クラブ「ちゃれ たま！」も引き続き開催します。「ちゃれ た

ま！」は、子どもの体験活動と親子のふれあいを軸として、「人権教育」「家庭

教育」「地域づくり」「心の教育」の観点を大切にして運営していきます。 

② 保護者が参加する「ちゃれ たま！」企画においては、子どもの体験活動のみな



らず、参加保護者すべてが指導者であるとのスタンスのもと運営を行います。す

べての参加保護者がすべての参加児童に対して積極的にコミュニケーションを

図るよう促すことで、保護者の教育力向上を図っていきます。 

③ 子ども体験活動クラブ「ちゃれ たま！」を通じて、地域のボランティアの発

掘・育成を行い、子ども教室を通じての「地域の教育力向上」及び「地域づくり」

を目指します。 

 

８. 多世代の交流と若者による地域づくり 

① 幅広い人間関係の形成と若者が地域を考え、行動し、自らも楽しめるイベント

づくりに取り組みます。 

 ② 次世代を担う若者の交流の場や若者が自ら企画したイベントが展開できるよ

う支援します。 

  



【*用語の説明】 

 

ウェルビーイング 

 身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを指します。世界保健機構（WHO

が健康と同じように日常生活の一要素として、定義しています。SDGｓを達成するす

るための価値基準とも言える。 

 

持続可能 

 SDGｓに通じるものである。「世界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題とい

った課題を、世界のみんなで 2030 年までに解決していこう」という計画・目標のこ

と。「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指す世界共通の目標。 

 

学-Viva セット 

 三重県教育委員会が作成する授業改善等教員指導用ツール。 

 

SNS 

 ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、インターネット上で交流でき

る仕組みです。あるいはそういったサービスを提供するサイトも含まれる。 

 

パーソナルファイル 

小学校入学前から仕事に就くまでの支援の必要な子どもが、必要としている支援

についての情報をスムーズに引き継ぐためのファイルで、三重県教育委員会が作成。 

 

インクルーシブ教育システム 

 障がいのあるなしに関わらず、全ての子どもが同じ場で共に学び、共に育つこと

を通してお互いを理解し、尊重し合う共生社会の実現を目指す教育。 

 

グローカル人材 

 グローカルとは、グローバル（地球的）とローカル（地域的）を組み合わせた造

語。グローカル人材とは、「地球的な視野で考えながら、自分の地域で活動できる

人材」、「地域や異文化に対する深い理解を持ちながら、地球的な規模で活躍でき

る人材」の意味で用いている。 

 

コミュニティ・スクール 

 学校と保護者や地域が連携して学校運営に取り組む仕組みです。学校運営協議会

を設置し、地域の声を学校運営に反映させることで、一緒に協働しながら子どもた

ちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。 

 

PDCA サイクル 

 管理を円滑に進めるにあたっての手法の一つ。計画（Plan）、実行（Do）、評価

（Check）に基づいて改善（Action）を行う、という工程を継続に繰り返す仕組み。 


